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準）という非常に低い濃度を超えて残留してはならな
いとされています。また、一部の食品にのみ残留基準
値が示されている場合には、それ以外の食品には一律
基準が適用されることになりますが、そのイメージを
図２に示します。図に示す動物用医薬品成分Aには
牛の筋肉、牛の肝臓、牛の腎臓、豚の筋肉、牛乳には
残留基準があるのでこれを超えて残留してはならない
のですが、鶏の筋肉、鶏の卵には残留基準がありませ
んので、一律基準を超えて残留してはならないことに
なります。
食品衛生法の規定に基づいて定められた食品・添加

物等の規格基準の食品一般の成分規格として、図３に
示すような規格があり、残留基準はこの６と７に該当
します。６は従来からの残留基準（現行基準）で、７
はこの制度が施行された本年 5月 29 日に新たに設定
された残留基準です。７の残留基準は食品安全委員会
による通常の評価を受けずに暫定的に設定される基準
（暫定基準）ですので、今後 5年間を目途に厚生労働
省により食品安全委員会に順次諮問され、評価を受け
て必要な場合には改正される予定です。また、加工食
品は９の基準がない場合には、10 に示すように原材
料が基準に適合していればその食品は基準に適合して
いるとされます。

（2）経過措置
生鮮食品については、制度の適用に経過措置がなく、

本年 5月 29 日以降に流通する食品についてこの制度
が適用されますが、加工食品については経過措置があ
り、平成 18 年 5 月 28 日までに製造又は加工された食
品についてはこの制度は適用されません。

（3）残留モニタリングと試験法
ポジティブリスト制度においては、不検出物質及び

残留基準のある物質については、高感度の残留分析法
が厚生労働省により示されています。高速液体クロマ
トグラフ法やガスクロマトグラフ法による多成分一斉
分析法も示されており、これらの方法によれば１検体
から同時に多数の残留情報が得られます。したがって、
厚生労働省の実施している残留モニタリングによる検
査点数が拡大することが予想されます。しかし、まだ
残留基準のある全ての物質についての残留分析法が示
されている訳ではなく、また国産の畜産物のモニタリ
ングを実施している各都道府県の機器の整備状況など
も異なることから、都道府県においてこれらの方法が
実施されるまでにまだ時間がかかると思われます。

関連する告示、通知等の詳細については厚生労働
省のホームページ（http://www.mhlw.go.jp/topics/
bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/index.html）を
ご覧下さい。

３．ポジティブリスト制度導入に対する農林水産省の

対応

農薬は農薬取締法、動物用医薬品は薬事法、飼料添
加物は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法
律（飼料安全法）により国内での登録、承認、指定が
なされており、これらの法律に基づいて使用方法等が
規制されています。ポジティブリスト制度の施行に伴
い、多くの農薬、動物用医薬品及び飼料添加物成分に
ついて畜産物中の残留基準が設定されることから、畜
産物において食品衛生法に違反するようなこれらの成
分の残留を未然に防止するために、飼料安全法に基づ
く飼料中の農薬の残留基準値の設定（飼料及び飼料添
加物の成分規格等に関する省令の改正）、薬事法に基
づく動物用医薬品の使用基準の設定・改正（動物用医
薬品の使用の規制に関する省令の改正）が行われ、平
成 18 年 5 月 29 日から施行されました。
また、この他にも平成 18 年 5 月 29 日に個々の動物
用医薬品について従来承認されていた休薬期間の変更
等が行われています。飼料添加物については、従来の
使用方法を遵守すれば、食品衛生法に違反するような
残留はしないことを確認しておりますので特に変更は
しませんでした。いずれにしても、平成 18 年 5 月 29
日までに必要な対応が行われており、定められた使用
方法を遵守して使用すれば、食品中への農薬等の残留

図３．食品・添加物等の企画基準の食品一般の成分規格

１．全ての食品は抗菌性物質を含有してはならない。
ただし、食品添加物、5～ 9の成分規格があるもの
及びそれらを原料として製造／加工されたものを除
く。

２～４．省略
５．食品中に含有されてはならない物質（不検出物質
15物質）、その検体及び試験法

６．残留基準（現行基準）、その検体及び試験法
７．残留基準（暫定基準）、その検体及び試験法
８．食品に自然に含まれる物質は、その食品に通常含
まれる量を超えてはならない。

９．加工食品等の残留基準（暫定基準）
１０．加工食品の原材料が食品規格に適合していれば、

その加工食品は食品規格に適合する。


